
◎ 適用要件

～ 労働者の皆様へ ～

② ３１日以上の雇用見込みがあること

① １週間の所定労働時間が20時間以上であること

雇用保険に加入していますか

◎ 加入手続
○ 加入手続は事業主が行います

○ 労働者の方は自ら加入の要否を確認することもできます

○ 次に該当する労働者の方は、事業所規模に関わりなく、
原則として、全て雇用保険の被保険者となります

○ 現在未加入であっても遡って加入できる場合があります

詳しくは最寄りのハローワークにお問い合わせ下さい

雇用保険に加入している場合には、事業主から「雇用保険被保険者資格取得等確認
通知書」「雇用保険被保険者証」が交付されることとなっています。加入すべきと考えら
れるにもかかわらず交付されていない場合には、事業主に御確認ください。
事業主が加入手続をしていないと思われる場合には、労働者の方自ら、ハローワーク
に対し、雇用保険の加入が必要であるか否かの確認を請求することができます。

加入すべき方であったことが確認された場合には、遡って加入できることとなっています

○ 日ごと又は30日以内の期間を定めた雇用契約により派遣労働を行ってい
る方については、日雇労働被保険者となる場合があります

・ 雇用契約に更新する場合がある旨の規定があり、３１日未満での雇止めの明示が
ないとき

・ 雇用契約に更新規定はないが、同様の雇用契約により雇用された労働者が３１日
以上雇用された実績があるとき

「３１日以上の雇用見込み」とは？

３１日以上雇用が継続しないことが明確である場合を除き、この要件に該当することとなり
ます。

例えば、次の場合には、雇用契約期間が３１日未満であっても、原則として、３１日以上の
雇用が見込まれるものとして、適用されることとなります。


